
講師：税理士 小笹 倫幸

平成31年10月にいよいよ
施行される消費税率10％へ
引上げ後のポイントとなる
経過措置・軽減税率をはじめ
日本版インボイス制度など
全ての事業者に影響がある
重要な改正点を解説致します。

消費税10％ 対応研修会

ー経過措置・軽減税率・インボイス制度についてー

平成30年 １１月１４日（水）

１４：００～ ２時間程度

税理士法人 加藤会計事務所
５Ｆ 研修室

中央区大通東２丁目プレジデント札幌ビル

※申込多数の場合は
会場が変更になることがあります

と き

ところ

対 象 者

会社(店)名 参加者氏名

参 加 申 込 書 １１月７日(水)までにＦＡＸまたは監査担当者へお申込みください。

ＦＡＸ ０１１(２２２)７３８８ ～切り取らずに送信してください～

定 員 参加料

２０名程度 無 料


